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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第３区分
【発行日】平成27年5月7日(2015.5.7)

【公開番号】特開2013-20609(P2013-20609A)
【公開日】平成25年1月31日(2013.1.31)
【年通号数】公開・登録公報2013-005
【出願番号】特願2012-80441(P2012-80441)
【国際特許分類】
   Ｇ０６Ｆ  21/31     (2013.01)
   Ｈ０４Ｌ   9/32     (2006.01)
   Ｈ０４Ｍ   1/727    (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０６Ｆ   21/20     １３１Ａ
   Ｈ０４Ｌ    9/00     ６７３Ｄ
   Ｈ０４Ｍ    1/727    　　　　
   Ｈ０４Ｌ    9/00     ６７３Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年3月24日(2015.3.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　会員識別情報に基づいたワンタイムパスワード（ＯＴＰ）を生成する端末側ＯＴＰ生成
部と、前記会員識別情報及び前記端末側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰをバーコード表示
する表示部と、会員カードにバーコード表示された会員識別情報を読み取るカメラ部とを
有した携帯端末と、
　前記携帯端末がバーコード表示している会員識別情報及びＯＴＰを読み取る店舗コンピ
ュータと、
　会員に関するデータと会員識別情報とが対応して格納された会員データベースと、前記
会員識別情報に基づいたＯＴＰを生成するサーバー側ＯＴＰ生成部と、会員を認証する認
証部とを有し、前記店舗コンピュータとＰＯＳシステムによって接続された本部側のサー
バーとを備え、
　前記認証部は前記店舗コンピュータが読み取った会員識別情報を前記会員データベース
内の会員識別情報と比較すると共に前記サーバー側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰと前記
店舗コンピュータから送信された携帯端末のＯＴＰとを比較し、これらの会員識別情報及
びＯＴＰが一致したときに会員を認証し、
　前記認証部は、前記比較において、前記サーバー側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰに対
して一定範囲の有効時間を設定して前記店舗コンピュータから送信されたＯＴＰとの比較
を行うことを特徴とする認証システム。
【請求項２】
　前記携帯端末は、前記端末側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰを数値等の文字情報に切り
換え可能となっていると共に切り換えられた文字情報を表示可能となっており、
　前記サーバーは、前記サーバー側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰを数値等の文字情報に
切り換え可能となっていると共に切り換えられた文字情報を前記店舗コンピュータに送信
可能となっており、
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　前記店舗コンピュータは前記サーバーから送信された文字情報が表示可能となっている
ことを特徴とする請求項１記載の認証システム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明の認証システムは、会員識別情報に基づいたワンタイムパスワード（ＯＴＰ）を
生成する端末側ＯＴＰ生成部と、前記会員識別情報及び前記端末側ＯＴＰ生成部が生成し
たＯＴＰをバーコード表示する表示部と、会員カードにバーコード表示された会員識別情
報を読み取るカメラ部とを有した携帯端末と、前記携帯端末がバーコード表示している会
員識別情報及びＯＴＰを読み取る店舗コンピュータと、会員に関するデータと会員識別情
報とが対応して格納された会員データベースと、前記会員識別情報に基づいたＯＴＰを生
成するサーバー側ＯＴＰ生成部と、会員を認証する認証部とを有し、前記店舗コンピュー
タとＰＯＳシステムによって接続された本部側のサーバーとを備え、前記認証部は前記店
舗コンピュータが読み取った会員識別情報を前記会員データベース内の会員識別情報と比
較すると共に前記サーバー側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰと前記店舗コンピュータから
送信された携帯端末のＯＴＰとを比較し、これらの会員識別情報及びＯＴＰが一致したと
きに会員を認証し、前記認証部は、前記比較において、前記サーバー側ＯＴＰ生成部が生
成したＯＴＰに対して一定範囲の有効時間を設定して前記店舗コンピュータから送信され
たＯＴＰとの比較を行うことを特徴とする。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明において、前記携帯端末は、前記端末側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰを数値等
の文字情報に切り換え可能となっていると共に切り換えられた文字情報を表示可能となっ
ており、前記サーバーは、前記サーバー側ＯＴＰ生成部が生成したＯＴＰを数値等の文字
情報に切り換え可能となっていると共に切り換えられた文字情報を前記店舗コンピュータ
に送信可能となっており、前記店舗コンピュータは前記サーバーから送信された文字情報
が表示可能となっていることが好ましい。
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